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広報いで　IDE TOWN PUBLIC RELATIONS

　京都産業大学井手応援隊の活動拠点「むすび
家 ide」で１０月１５日（土）、「ミニ縁日」が
行われ、多くの子どもたちが輪投げやヨーヨー
釣りなどを楽しみました。
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■宇治川橋梁ウォーク
【日　　時】11 月 20 日（日）11:00 ～ 16:00（雨天・強風時は中止）

※受付開始 10:30 ～（先着順 150 名・10 分毎５名ずつご案内）
【受付場所】全国お茶まつり京都大会　総合受付横（お茶と宇治のまち歴史公園内）
【内　　容】今回の JR 奈良線高速化・複線化第二期事業で新たに架けられた宇治川

の橋梁で、普通は入れない本物の線路を約 60 ｍにわたって歩いていた
だくことができます。

【備　　考】安全のため、小学生未満のお子さまはご参加いただけません。小学生
のお子さまが参加される場合でも、必ず保護者が同伴願います。なお、
バリアフリー対応はしておりません。

お問い合わせは、JR 奈良線複線化促進協議会事務局（井手町企画財政課　℡８２－６１６２）まで
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　ＪＲ奈良線複線化促進協議会（会長＝汐見明男井手町長）は、
令和５年春予定のＪＲ奈良線高速化・複線化第二期事業開業
を記念して、11 月 20 日（日）、宇治市の宇治川を渡る奈良線
の橋梁で「宇治川橋梁ウォーク」を開催します。
　今回のＪＲ奈良線高速化・複線化第二期事業で新たに架け
られた宇治川の橋梁を歩いて渡る催しで、普通は入れない本
物の線路を歩ける貴重な機会となります。
　また当日は、橋梁の東詰で行われる「第 76 回全国お茶まつ
り京都大会」に、ＪＲ奈良線複線化促進協議会としてブース
を出展し、記念品の配布や新たに架けられた宇治川橋梁の最
終案以外の別デザイン案の３Ｄ鑑賞体験、ＪＲ奈良線高速化・
複線化第二期事業の取組を紹介するパネル展示など様々な企
画を予定しております。ぜひお越しください。

●　橋梁ウォーク受付

橋梁ウォーク実施場所

宇治橋

■ＪＲ奈良線高速化・複線化第二期事業とは
　平成２５年度に開始。本事業により、京都～城陽間・山城
多賀～玉水間の複線化等が完了し、電車の行き違い待ちの時
間短縮等による JR 奈良線の高速化や運行ダイヤの安定性向上
が期待されています。

■ＪＲ奈良線複線化促進協議会とは
　京都市、宇治市、城陽市、木津川市、奈良市、宇治田原町、
井手町の５市２町で構成され、国や京都府、JR などへ早期の
全線複線化に向けた要望活動を行うとともに、ＪＲ奈良線の
利用促進のためのイベントや各種事業に取り組んでいます。

JR 奈良線高速化・複線化第二期事業開業記念

「宇治川橋梁ウォーク」を実施します！
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新型コロナウイルスワクチン接種について

新型コロナワクチン接種に関する問い合わせ先
井手町新型コロナワクチン接種コールセンター（℡８２－２１２１）

　現在、オミクロン株に対応したワクチンの接種を実施しています。
オミクロン株対応ワクチンを接種するためには初回接種（１・２回目
接種）を完了してから３か月の間隔が必要です。
　現時点でワクチン接種の実施期間は、令和５年３月末までとなって
います。まだ、一度も接種を受けておられない方でオミクロン株対応
ワクチンの接種を希望される方は、接種間隔から年内に初回接種を済
ませていただく必要がありますのでご注意下さい。

【現時点で接種が受けられる新型コロナウイルスワクチンの種類（令和 4 年 11 月１日時点）】
対象年齢 接種回数 使用ワクチン

生後６か月～４歳 初回接種３回 乳幼児（生後６か月～４歳）用ワクチン

５歳～１１歳 初回接種２回
追加接種１回 小児（５歳～１１歳）用ワクチン

１２歳以上

初回接種２回 １２歳以上用ワクチン（従来株１価ワクチン）

＜現在の追加接種＞オミクロ
ン株対応ワクチン接種１回　
※初回接種完了者

１２歳以上用ワクチン（オミクロン株対応２価ワクチン）

■乳幼児（生後６か月～４歳）接種
　10 月下旬から接種が可能になりました。接種間隔は１回目から２回
目が３週間、２回目から３回目が８週間です。対象の方には接種券を順
次送付しています。

■小児（５歳～１１歳）接種
　初回接種対象の方には接種券を送付済みです。追加接種の接種間隔は
初回接種から５か月で、対象となる方には順次接種券を送付しています。
なお、初回接種を未接種の方で１２歳に達した方は、送付済みの接種券
で１２歳以上用ワクチンの接種を受けていただけます。
　接種希望の方はコールセンターまでお問い合わせください。

■１２歳以上接種
○初回（１・２回目）接種
　まだ初回（１・２回目）接種がお済みでない方も、今から接種出来ます。
接種券をなくされた方は再交付できます。
○オミクロン株対応ワクチン接種
　従来株ワクチンを２回以上接種した１２歳以上の方で、前回接種から
３か月以上が経過した全ての方が対象です。現在、集団接種と個別接種
で接種を進めています。
※初回接種を未接種の方でオミクロン株対応ワクチンの接種を希望され
る方は、初回接種を年内に完了する必要があります。遅くとも１回目は
１２月初めまでに接種し、２回目を年内に完了してください。（１回目
接種から２回目接種までの間隔は３週間必要です。）

　接種を希望される方は、お送りしているハガキを返信していただくか、
コールセンターまでお問い合わせください。
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井手町の給与・定員管理等について

１　総括
 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

区　分 住民基本台帳人口
（令和 4 年１月１日）

歳　出　額
　　　　Ａ 実 質 収 支 人　件　費

　　　　Ｂ
人件費率
　Ｂ／Ａ

（参考）
令和 2 年度の人件費率

令和３年度 7,153 人 5,838,398 千円 369,067 千円 998,049 千円 17.1% 19.4%

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分 職員数
Ａ

給　　与　　費 一人当たり
給与費

   　Ｂ／Ａ給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ

令和 3 年度 94 人 298,465 千円 44,001 千円 118,236 千円 460,702 千円 4,901 千円
（注）１ 　職員手当には退職手当を含まない。
　　 ２　職員数は、令和３年４月１日現在の人数である。

 (3) ラスパイレス指数の状況　　（各年４月１日現在）

年度 井手町 類似団体平均 全国町村平均
令和 3 年度 93.1 96.2 96.3
令和 2 年度 90.7 96.2 96.4
令和元年度 92.8 96.1 96.3

平成 30 年度 94.3 96.3 96.4
（注）
１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準
　　を 100 とした場合の地方公務員の給与水準を示
　　す指数である。
２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似
　　している団体のラスパイレス指数を単純平均し
　　たものである。

区　分 1　級 2　級 3　級 4　級 5　級 6　級
１号給の
給与月額 146,100 円 195,500 円 231,500 円 264,200 円 289,700 円 319,200 円

最高号給の
給与月額 247,600 円 304,200 円 350,000 円 381,000 円 393,000 円 410,200 円

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

２　一般行政職給料表の状況　　　　　　　　　　（令和 4 年４月１日現在）

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況　　　（令和 4 年４月１日現在）
①一般行政職

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額
（国ベース）

井手町 40.6 歳 293,782 円 337,620 円 318,287 円
国 42.7 歳 323,711 円 － 405,049 円

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

②技能労務職

区　分
公　務　員 民　　間 参　考

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額
　　　（Ａ）

平均給与月額
（国ベース）

対応する民間
の類似職種 平均年齢 平均給与月額

　　　　（Ｂ） Ａ／Ｂ

井手町 47.6 歳 1 人 294,100 円 298,600 円 294,100 円 － － － －

うち清掃職員 47.6 歳 1 人 294,100 円 298,600 円 294,100 円 廃棄物処理
業従業員 46.6 歳 304,600 円 0.98

うち学校職員 － － － － － － － － －
うち
その他技能労務職 － － － － － － － － －

国 51.1 歳 2114 人 286,570 円 － 328,416 円

区　分
参　　　考

年収ベース（試算値）の比較
公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） C/D

井手町 － － －
うち清掃職員 4,885,714 円 4,236,800 円 1.15
うち学校給食職員 － － －
うち
その他技能労務職 － － －

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用
　している。（平成 30 ～令和 2 年の 3 ヵ年平均）
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形
　態等の点において完全に一致しているものではない。
※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均
　給与月額を 12 倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・
　勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値で
　ある。

１　「平均給料月額」とは、令和 4 年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、
　　地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、
　　比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

（注）

　「地方公共団体における職員給与等の公表につい
て」に基づいて、井手町では平成１０年度から町職
員の給与の実態について公表しています。なお、こ
こでお知らせする給与等は、税金や各種保険料を差

し引く前の金額で、いわゆる「手取り額」ではあり
ません。また、現在未公表である情報については、
公表され次第、ホームページにて掲載予定です。お
問い合わせは、総務課（℡ 82-6161）まで。
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(2) 職員の初任給の状況　　　　　　　（令和４年４月１日現在）

区　分 井手町 国

一般行政職 大学卒 182,200 円 182,200 円
高校卒 150,600 円 150,600 円

技能労務職 高校卒 150,600 円 －
中学卒 － －

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　　　（令和４年４月１日現在） 

区　分 経験年数 10 年 経験年数 15 年 経験年数 20 年

一般行政職 大学卒 256,500 円 286,900 円 357,100 円
高校卒 248,900 円 － 331,000 円

技能労務職 高校卒 － － 294,100 円
中学卒 － － －

４　一般行政職の級別職員数等の状況
(1) 一般行政職の級別職員数の状況　　　　（令和４年４月１日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

1 級
定型的な業務を行う主事、技師、保育士、栄養士、
保健師、社会教育主事、調理師、環境衛生技師、
主事補、技師補、保健師補、保育士補、栄養士
補の職務

1 人 1.6％

2 級
高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする
業務を行う主事、技師、保育士、保健師、社会
教育主事、調理師、環境衛生技師の職務

32 人 51.6％

3 級 係長、主査及び主任の職務 9 人 14.5％
4 級 課長補佐、園長補佐の職務 7 人 11.3％

5 級 局長、会計管理者、課長、館長、園長、所長、
及び参事の職務 12 人 19.4％

6 級 理事、教育次長又はこれらに相当する職務 1 人 1.6％
　　１　井手町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
　　 ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

５　職員の手当の状況
 (1) 期末手当・勤勉手当

井　手　町 国
１人当たり平均支給額（令和 3 年度）

　　　　　　　　　　1,258 千円 －

（令和 3 年度支給割合）
期末手当　　　　　勤勉手当
　　  2.4 月分　　　　1.9 月分

（令和 3 年度支給割合）
期末手当　　　　　勤勉手当
　     2.4 月分 　　　1.9 月分
　（1.45）月分　　　（0.87）月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
　　・　役職加算　　　５～ 15％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
　　・　役職加算　　　 ５～ 20％
　　・　管理職加算　　10 ～ 25％

（注）　(  ) 内は、再任用職員に係る支給割合である。

(2) 退職手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 4 年４月１日現在）

井　手　町 国
（支給率） 自己都合 応募認定・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年
勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分
勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分
勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分 勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分
最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 最高限度額 47.709 月分 47.709 月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２～ 45％加算）
１人当たり
平均支給額

自己都合 応募認定・定年 （２～４５％加算）
   7,781 千円    0 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和 3 年度に退職した職員に支給された平均額である。

(4) 特殊勤務手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （令和４年４月１日現在）

支給実績（令和 3 年度決算） 　－　千円
支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） －　円
職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度） －　％
手当の種類（手当数） 2 種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価
感染症の防疫作業に従事
する職員の特殊勤務手当 感染症防疫作業従事職員 感染症の防疫作業 １日につき 500 円

死体処理に従事する職員
の特殊勤務手当 死体処理従事職員 死体処理 １体につき 10,000 円

(5) 時間外勤務手当
支給実績

（令和３年度決算） 16,178 千円

支給職員１人当た
り平均支給年額

（令和３年度決算）
172 千円

支給実績
（令和２年度決算） 8,307 千円

支給職員１人当た
り平均支給年額

（令和２年度決算）
87 千円

(3) 地域手当　　（令和４年４月１日現在）

支給実績
（令和 3 年度決算） －　千円

支給職員１人当たり
平均支給年額

（令和 3 年度決算）
－　　円

支給対
象地域 支給率 支給対象

職員数 国の制度（支給率）

井手町 0％ －　人

勤務地域により
支給率は異なる
が、平成 26 年度
制度改正で最高
支給割合 20％。

6 級　　1.6%

5 級 　19.4%

4 級 　11.3%

3 級 　14.5%

2 級　51.6%

1 級　  1.6%

6 級　6.1%

5 級　18.2%

4 級　12.1%

3 級　 15.2%

2 級　43.9%

1 級　 4.5%
令和 3 年の構成比 5 年前の構成比令和 4 年の構成比

6 級　　1.6%

5 級　 19.4%

4 級　12.9%

3 級　14.5%

2 級　50.0%

1 級　1.6%

100%

　90%

　80%

　70%

　60%

　50%

　40%

　30%

　20%

　20%

　 0%

〇昇給及び勤勉手当への勤務成績の反映状況

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31
日までにおける運用

井手町 国
管理職員 一般職員 管理職員 一般職員

イ　人事評価を実施した 〇 〇 〇 〇
標準に加え、上位及び下位の区分も適用 〇 〇 〇 〇
標準に加え、上位の区分も適用

標準に加え、下位の区分も適用

標準の区分のみ適用

ロ　人事評価を実施していない
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(6) その他の手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （令和 4 年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価 国 の 制 度 と
の異同

国 の 制 度 と
異なる内容

支給実績
（令和 3 年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（令和 3 年度決算）

扶養手当

配偶者及び子以外の扶養親族

同じ 8,897 千円 228,115 円
１人につき 6,500 円
２２歳に達するまでの子 10,000 円
１６歳から２２歳までの子 5,000 円加算

住居手当

家賃支払いの職員

異なる 控除額及び
支給額 4,800 千円 300,027 円

・月額 23,000 円以下の家賃　家賃額－ 12,000 円＝支給額
・月額 23,000 円を超える家賃
( 家賃額－ 23,000 円 ) × 1/2 ＝①
16,000 円＝② ( ①、②のうち額が　少ない方 ) ＋ 11,000 円＝支
給額 （最高 27,000 円）

通勤手当

交通機関を利用する職員

同じ 4,853 千円 86,653 円

運賃相当額が 55,000 円までの者 全額支給

片道２㎞未満 支給なし
自動車等の利用者　通勤距離片道

２㎞以上　５㎞未満 2,000 円
５㎞以上１０㎞未満 4,200 円
１０㎞以上１５㎞未満 7,100 円
１５㎞以上２０㎞未満 10,000 円
２０㎞以上２５㎞未満 12,900 円
２５㎞以上３０㎞未満 15,800 円
３０㎞以上３５㎞未満 18,700 円
３５㎞以上４０㎞未満 21,600 円
４０㎞以上４５㎞未満 24,400 円
４５㎞以上５０㎞未満 26,200 円
５０㎞以上５５㎞未満 28,000 円
５５㎞以上６０㎞未満 29,800 円
６０㎞以上 31,600 円

管理職手当
月額 5,000 円。ただし、町長が必要と認める時は、本俸の 100 分の 20 以内を支給する
ことができる。
理事、局長、次長、課長、館長、園長、所長、参事等　　　35,000 円

8,075 千円 367,045 円

区分 給　料　月　額　等

給
料

町　長 730,000 円
副町長 600,000 円
教育長 550,000 円

報
酬

議　長 330,000 円
副議長 260,000 円
議　員 240,000 円

期
末
手
当

町　長 （令和 3 年度支給割合）
副町長 3.25 月分
教育長
議　長 （令和 3 年度支給割合）
副議長 3.25 月分
議　員

退
職
手
当

（算定方式） （１期の手当額）（支給時期）
町　長 給料月額× 530 ／ 100 ×在職年数 15,476 千円 任期ごと
副町長 給料月額× 315 ／ 100 ×在職年数 7,560 千円 任期ごと
教育長 給料月額× 270 ／ 100 ×在職年数 4,455 千円 任期ごと

（注）　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率
に基づき、町長及び副町長については１期（４年＝ 48 月）、教育長について
は１期（３年＝ 36 月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

６　特別職の報酬等の状況 ７　職員数の状況
(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由　　　（各年４月１日現在）

(2) 年齢別職員構成の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 4 年４月１日現在）

区　分 20 歳未満 20 歳～
　23 歳

24 歳～
　27 歳

28 歳～
　31 歳　

32 歳～
　35 歳

36 歳～
　39 歳

40 歳～
　43 歳

44 歳～
　47 歳

48 歳～
　51 歳

52 歳～
　55 歳

56 歳～
　59 歳

60 歳
以上 計

職員数 0 人 1 人 6 人 12 人 17 人 16 人 9 人 15 人 9 人 9 人 4 人 2 人 100 人

（令和 4 年４月１日現在）
　　　　 　区分
部門

職員数（人） 対前年
増減数 主な増減理由令和 3 年 令和 4 年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 1 1 0
総務 20 19 ▲ 1
税務 7 6 ▲ 1
民生 34 34 0
衛生 8 8 0
農林 4 4 0
商工 1 1 0
土木 6 6 0
計 81 79 ▲ 2

教育部門 9 9 0
小　計 90 88 ▲ 2

公
営
企
業
等

会
計
部
門

水道 3 3 0
下水道 1 1 0
国保等 7 8 1
小計 11 12 1

合　計 101 100 ▲ 1
[ 157 ] [ 157 ] [ 0 ]

　　　１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。
　　　２　[     ] 内は、条例定数の合計である。

　　（注）
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(3) 職員数の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人・％）

　　　　　　  年度
部門別 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 ３年度 ４年度 過去 5 年間

の増減数（率）
一般行政 80 77 79 81 81 79 ▲ 1 ( ▲ 1.25%)

教育 9 9 9 9 9 9 0 (0%)
普通会計計 89 86 88 90 90 88 ▲ 1 ( ▲ 1.12%)

公営企業等会計計 14 14 12 12 11 12 ▲ 2 ( ▲ 14.3%)
総合計 103 100 100 102 101 100 ▲ 3 ( ▲ 2.91%)

( 注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

８　公営企業職員の状況
水道事業
　① 職員給与費の状況

区　分 総費用
　　A

純損益又は
実質収支

職員給与費
　　　  B

総費用に占める
職員給与費比率
　　　　Ｂ／Ａ

（参考）令和 2 年度
の総費用に占める職

員給与費比率
令和 3 年度 95,630 千円 27,248 千円 6,377 千円 6.7％ 4.6％

区　分 職員数
　　A

給　　与　　費 一人当たり
給与費　Ｂ／Ａ給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　　　Ｂ

令和 3 年度 2 人 6,129 千円 927 千円 1,983 千円 9,039 千円 4,520 千円
　　１　職員手当には退職手当を含まない。
　　２　職員数は、令和 3 年３月 31 日現在の人数である。

　　（注）

　② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況　　（令和 4 年４月１日現在）

区　分 平均年齢 基本給 平均月収額
井手町 34.3 歳 244,100 円 364,762 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

　 ③ 職員の手当の状況
　　ア　期末手当・勤勉手当

井　手　町 一般行政職
１人当たり平均支給額（令和 3 年度） １人当たり平均支給額（令和 3 年度）

992 千円 1,258 千円
（令和 3 年度支給割合） （令和 3 年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
2.4 月分 1.9 月分 2.4 月分 1.9 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・　役職加算５～１５％ ・　役職加算５～１５％

イ　退職手当　　　　　　（令和 4 年４月１日現在）

井手町 一般行政職
（支給率） 一般行政職と同様

１人当たり
平均支給額１人当たり

平均支給額

自己都合 応募認定
  ・定年

－千円 －千円 自己都合
7,781 千円

応募認定・定年
0 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和 3 年度
に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（令和 4 年４月１日現在）
　　一般行政職と同様（５（３）を参照）

エ　特殊勤務手当（令和 4 年４月１日現在）
　　一般行政職と同様（５（４）を参照）

　　オ　時間外勤務手当
支給実績（令和 3 年度決算） 178 千円
支給職員１人当たり平均支給年額（令和 3 年度決算） 89 千円
支給実績（令和 2 年度決算） 107 千円
支給職員１人当たり平均支給年額（令和 2 年度決算） 53 千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　カ　その他の手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 4 年４月１日現在）    

手当名 内容及び支給単価 一般行政職の
制度との異同

一般行政職の
制度と異なる内容

支給実績
（令和 3 年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（令和 3 年度決算）
扶養手当 一般行政職と同様 同じ 380 千円 189,750 円

住居手当 一般行政職と同様 同じ 324 千円 162,000 円

通勤手当 一般行政職と同様 同じ 46 千円 22,914 円

管理職手当 一般行政職と同様 同じ 0 円 0 円
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●電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（１
世帯あたり５万円）は、住民税均等割非課税世帯や
令和４年１月から１２月までに家計急変のあった世
帯を支援する新たな給付金です。
●給付金を受給するためには、手続きが必要です。

給付金の支給額
　　　１世帯あたり５万円

支給対象となる世帯（いずれかにあてはまる世帯）
①世帯全員の令和４年度「住民税均等割が非課税」
の世帯には、井手町から確認書が届きます（要返送）　
※一部申請が必要な場合があります

②令和４年１月～１２月の収入が減少し「住民税非

　井手町では、山吹ふれあいセンターの新庁舎敷地内への移
転に伴い、山吹ふれあいセンター内に農産物・加工品等の販
売や軽飲食の提供行い、休憩に利用できる庭や屋上テラス等
を備えた「地域振興交流拠点施設」の整備を進めています。
　現在、令和５年夏～秋頃の開業を目指して整備を進めてい
る本施設について、利用者のみならず住民の皆様に広く親し
んでいただける愛称を募集しています。
　皆様のご応募お待ちしています。

募集内容 井手町地域振興交流拠点施設の愛称
応募資格 どなたでも応募可能（ひとり１点まで）
応募期限 １１月２１日（月）
応募方法 応募用紙に必要事項を記入し、役場地域創生推進室

（3 階）に持参、FAX、メール、郵送（当日消印有効）、
町内施設に設置した応募箱に投函、のいずれかの方
法でご応募ください。
※応募用紙・応募箱は、井手町役場 1 階、井手町図
書館、いづみ人権交流センター、JA やましろ農協
井手町支店に設置しています。

賞　　品 最優秀賞（1 名）：賞金 1 万円 + 井手町特産品セット 3,000 円相当
参加賞（5 名）：井手町特産品セット 3,000 円相当
※最優秀賞は「井手町地域振興交流拠点施設愛称選定委員会」によ
　る審査を経て決定します。
※参加賞は応募者の中から抽選で決定します。
※参加賞の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

お問い合わせは、井手町役場地域創生推進室（℡８２－６１７０）
※その他、選考に関することや応募にあたっての注意事項等については、町ホームページ又は応募用紙の裏面よりご確認ください。

井手町地域振興交流拠点施設の愛称を募集しています！

住民税均等割非課税世帯等の皆さまへ
　電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
                                                             （５万円 /1 世帯）のご案内

課税相当」の収入となった世帯 ( 家計急変世帯 ) の
方は、申請が必要です
申請方法：令和５年１月３１日（火）までに、申請
時点で住民登録のある市区町村へ申請してください。
詳しくは、内閣府住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金コールセンター（０１２０ ‐ ５２６
‐ １４５）、または井手町住民福祉課（℡ 82 ‐
６１６２）までお問い合わせください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意く
ださい！
　自宅や職場などに都道府県・市区町村や国 ( の職
員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、
お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専
用電話 ( ＃ 9110) にご連絡ください。

南東から見た庭のイメージ

カフェエリアのイメージ
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Ｑ
．
国
民
年
金
は
、
ど
の
よ
う
な
と
き
に
届
出
が
必
要

に
な
り
ま
す
か
？

Ａ
．
国
民
年
金
は
、
国
内
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ

て
の
人
が
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
国
民
年
金
の
届
出

は
年
金
加
入
時
だ
け
で
な
く
、
結
婚
や
就
職
、
退
職
な
ど
被
保

険
者
の
種
別
が
変
わ
っ
た
と
き
な
ど
に
も
必
要
で
す
。

〈
被
保
険
者
資
格
取
得
届
〉

・
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
な
い
人
が
20
歳

に
な
っ
た
と
き
（
20
歳
に
な
る
と
日
本
年
金
機
構
か
ら
、
国
民

年
金
加
入
に
関
す
る
届
出
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
）

・
会
社
を
退
職
し
た
と
き

　

60
歳
ま
で
に
退
職
し
、
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
の
被
保

険
者
で
な
く
な
っ
た
と
き

〈
被
保
険
者
種
別
変
更
届
〉

・
配
偶
者
が
退
職
し
た
と
き

　

配
偶
者
が
退
職
し
、
会
社
員
や
公
務
員
な
ど
の
被
扶
養
配
偶

者
で
な
く
な
っ
た
と
き
（
配
偶
者
が
65
歳
に
達
し
て
第
２
号
被

保
険
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
を
含
む
）

・
収
入
が
増
え
、
被
扶
養
配
偶
者
で
な
く
な
っ
た
と
き

　

収
入
が
増
え
、
会
社
員
や
公
務
員
な
ど
の
被
扶
養
配
偶
者
で

な
く
な
っ
た
と
き
（
パ
ー
ト
収
入
が
１
３
０
万
円
以
上
に
な
っ

た
と
き
）

　
〈
被
保
険
者
資
格
喪
失
届
〉

・
会
社
に
就
職
し
た
と
き

　

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
た
が
、
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
事

業
所
な
ど
に
就
職
し
、
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
の
被
保
険

者
に
な
っ
た
と
き

　

就
職
や
60
歳
ま
で
の
退
職
、
結
婚
な
ど
に
よ
る
国
民
年
金
の

種
別
変
更
な
ど
各
種
届
出
に
つ
い
て
は
、
変
更
が
あ
り
ま
し
た

ら
速
や
か
に
届
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
福
祉
課
（
℡
82
―
６
１
６
４
）
又
は

最
寄
り
の
年
金
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

の申請受付中です！

マイナポイント第２弾

①マイナンバーカード
　　　　　　新規取得等で

５，０００円分
③公金受取口座の登録で

７，５００円分
②健康保険証としての
　　　　　　利用申し込みで

７，５００円分
最大２０，０００円分のマイナポイントがもらえます！

　※マイナポイントを受け取るには事前にマイナンバーカードの申請・受取が必要です。

　マイナポイント第２弾は①マイナンバーカード新規
取得で最大 5,000 円分（過去にカードを作られてま
だポイントを受け取られていない方も対象）と②健康
保険証利用登録で 7,500 円分、③公金受取口座登録
で 7,500 円分、合計最大 20,000 円分のポイントが受
け取れます。
　①に関しては各種決済サービスで 20,000 円の利用
やチャージを行った方に最大 5,000 円分（利用額の
25％）のポイントが、②と③に関しては登録した方
にそれぞれ 7,500 円分のポイントが付与されます。　　
※既に健康保険証登録等を行っている方もこれから登
録される方も対象となります。
　各種登録やポイント申請は役場窓口でも申請サポー
トを行っておりますので申請方法等がわからない場合
は役場窓口でご相談ください。

　また、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は
令和４年 12 月末までにマイナンバーカードを申請し
ていただいた場合ポイント申請が可能となりますので
この機会にマイナンバーカードの申請をお願いしま
す。
　マイナンバーカードの申請は過去に送付された申請
書をご利用いただくか役場で再発行しております。ま
た、写真撮影サービスも行っておりますのでぜひご利
用ください。
　利用可能な決済サービスやその他ご不明な点があり
ましたら住民福祉課までお問い合わせください。
※令和４年１２月末までにマイナンバーカードを申請
された方が対象です。お早目の申請をお願いします。

　　　　　　　井手町役場住民福祉課（℡ 82-6164）

健康保険証利用・公金受取口座登録分
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１２月４日～１０日は 「人権週間」 です 子育て支援カレンダー
子育て支援センターって？
子育て支援センターは、親子で一緒に遊んだり、子育ての情報交換や相談のできるところです。
センター内には手作りのおもちゃもたくさんあります。自由に気軽に遊びに来てください♪

【所在地】井手町大字井手小字玉ノ井４８－２（玉川保育園内にあります）
【TEL・FAX】８２－２２３２
【開いてる日】月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前９時半～午後４時

ENJOY しえんセンターあきまつり
　15 日（火）・17 日（木）・18 日（金）
①１０：００～１０：５０（3 組）
②１１：１０～１２：００（3 組）
あそびのコーナーや工作コーナーなどを用意し
ています。ちょっとしたおまつり気分を楽しみ
ましょう♪

【対象】未就園児の親子
【申込】3 日間の中でご希望の日時を予約して
ください。（先着順）

【利用時間】 平日 午前 8 時半～午後 4 時半  土曜 午前 8 時半～正午
【利用料金】 一日　2000 円　半日　1000 円　給食費　250 円

　利用の際には事前の面談と予約が必要です。
　その他詳細については子育て支援センター
　（℡ 82 － 2232）までお問合せください。

井手すくすくチャンネル

配信しています♪ぜひご覧ください。
11月の動画は「とんとんとんとんひげじいさん」
です。

●一時預かり「いちごぐみ」の利用について
お仕事や冠婚葬祭、リフレッシュなどのために一時預かりを
行っております

11 月の利用方法について
【開館日】　 月曜日～金曜日（祝日を除く）
【時　間】 　午前の部　10 時～正午　（予約制・3 組）
　　　　　 午後の部  　2 時～ 4 時　（予約制・3 組）
　　　　　　　　　　　1 組につき 1 週間に 2 回まで
　　　　　　　※新型コロナウイルスの感染状況によって、変更する場合があります。

【予約方法】　・電話または直接子育て支援センターへ予約してください。
　　　　　　　　（予約時間　午前 8 時半～午後５時）
　　　　　　・利用希望日の１週間前から当日まで予約できます。
　　　　　　・１度に予約できるのは１回分です。

【相談事業】　電話相談　　午前 9 時半～午後 4 時
　　　　　　来所相談　　午前 10 時～正午・午後 2 時～４時
　　　　　　　　　　　　の時間帯の中で日程を調整しますので、ご予約
　　　　　　　　　　　　ください。※相談時間は 1 組 1 時間程度です。
　　　　　　　　　　　　　　　その他詳しい情報については、井手町のホームページに掲
　　　　　　　　　　　　　　　載される「子育て支援センターだより」をご覧ください。

　製作・手遊び・レシピ動画
など、親子で楽しめる動画を

消防署からお知らせ

「住宅用火災警報器」の設置を
　皆さんのご家庭に、『住宅用火災警報器』は設置
されていますか？ 
　住宅火災から大切な命を守るため『住宅用火災警
報器』を設置しましょう！

－住宅用火災警報器とは－
・住宅用火災警報器は、火災の煙や熱を感知して、

音声や警報音等で火災の発生を知らせるものです。
・住宅等の天井または壁面に取り付けます。
・住宅用火災警報器は、火災の早期発見・被害の軽

減に効果を発揮します。

お問合せ
　　京田辺市消防署井手分署
　　　　　（℡８２－３０００）へ ※これ以外の設置例は、京田辺市消防本部のホームページをごらんください。

ー設置場所例ー
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１２月４日～１０日は 「人権週間」 です
人権について考えよう！

　昭和 23 年（1948 年）12 月 10 日に国際連合の第 3 回総会で世界人権宣言が採択されたのを記念して、
12 月 10 日を「人権デー（Human　Rights　Day）」と定めて、加盟国などに人権思想の啓発のための
行事を実施するように呼びかけています。国内では、毎年１２月１０日までの１週間（１２月４日～１０日）
を「人権週間」と位置づけ、講演会の開催や街頭啓発など、さまざまな啓発活動が各地で展開されています。
　井手町では、人権週間に合わせて、「井手町人権のつどい」を開催します。今年は、タレント、漫画家
の星野ルネさんをお迎えして、講演をしていただきます。
　参加を広く呼びかけていますので、ぜひお越しください。

◇ 日　時 １２月６日（火）午後１時半～３時半
◇ 内　容 演　題　「アフリカ少年が日本で育った結果」

講　師　タレント、漫画家 星野 ルネ さん
◇ 会　場 井手町自然休養村管理センター  ホール
◇ 定　員 ８０人（定員になり次第受付終了）
◇ 申込み 教育委員会社会教育課（℡ :82-5700 fax82-5701）またはいづみ人権交流センター（℡ :82-

3380 fax82-4112）へ電話かファックスでお申込みください。
※
※

感染拡大防止のため、状況により各種事業が中止または延期になる場合があります。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、来館時はマスクの着用、手指の消毒、体温の測定（非
接触型）を実施します。発熱などの症状がある場合は来館をご遠慮願います。

令和４年度 井手町人権のつどい

１１月は児童虐待防止推進月間です
　児童虐待に係る相談件数は依然として増加傾向にあり、子どもの命に関わる重大な事件も後を絶たない
等深刻な状況が続いています。
　児童虐待の防止等に関する法律が施行された平成１６（２００４）年から毎年１１月を「児童虐待防止
推進月間」と定め、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、集中的な広報・啓発
活動を行っています。
　児童虐待かもと思ったら、児童相談所全国共通ダイヤル１８９（いちはやく）まですぐにお電話くださ
い。あなたの１本のお電話で救われる子どもがいます。

【令和 4 年度「児童虐待防止推進月間」最優秀標語】
　　　　「もしかして？」　ためらわないで！　１８９（いちはやく）

【「人生会議」とは？】
　厚生労働省では、11 月 30 日（いい看取り・い
い看取られ）を『人生会議』の日としております。
　人生会議とは、アドバンス・ケア・プランニン
グ（ＡＣＰ）の愛称であり、もしものときのため
に自分自身がどのような医療を受けたいか、ある
いは受けたくないのか、また、どこで人生の最期
を過ごしたいかなど、医師やケアマネージャーな
ど医療や介護の専門家から必要なサポートを受け
ながら、家族と一緒に希望や考えを明らかにして
いくための話し合いのことをいいます。

【もしものときのために】
　人生、いつどんなことが起こるか分かりません。
　誰でも、いつでも、命に関わる大きな病気やけ
がをする可能性があります。命の危険が迫った状
態になると、約 70％の方が医療やケアなどを自分

で決めたり、望みを人に伝えたりすることができ
なくなると言われています。もしもの時にために、
自分の望む生き方、それを支える医療や介護につ
いて家族の方と『人生会議』をしてみませんか。

【人生会議のかんたん３ステップ】
例えば、次のように進めてみましょう
１、あなたが大切にしたいこと、どんな医療を受
けたいか、など希望、思いについて考えましょう
２、あなたが考えたことを信頼できる人や医療・
介護などの支援者と話し合ってみましょう
３、考えたことや話し合いの結果を大切な人たち
に伝えて共有してみましょう
詳しくは厚生労働省のホームページ（https://
www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html）
をご覧ください。

【お問い合わせ】
井手町高齢福祉課（℡ 82 －６１６５）
井手町地域包括支援センター（℡ 82 －３６９０）

皆さんは
「人生会議」をご存知ですか？
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日
時
／
12
月
４
日
（
日
）

　
　
　

午
前
９
時
～
正
午

場
所
／
京
田
辺
市
消
防
署
井
手
分
署

　
　
　

会
議
室

定
員
／
５
名
程
度
（
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
３

密
を
避
け
る
た
め
）

参
加
費
／
無
料

受
付
／
12
月
３
日
（
土
）
午
後
5
時
ま
で

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
京
田
辺
市
消
防
署

井
手
分
署
（
℡
82
‐
３
０
０
０
）

「
救
命
講
習
会
開
催
の
お
知
ら
せ
」

山
城
教
育
局
管
内
小
・
中
学
校

　
　
　
講
師
登
録
会
の
お
知
ら
せ

　

京
都
府
山
城
教
育
局
で
は
、
11
月
18
日

（
金
）、
11
月
19
日
（
土
）
に
講
師
登
録
会

を
開
催
し
ま
す
。
令
和
５
年
度
に
小
・
中

学
校
で
の
講
師
等
を
ご
希
望
の
方
は
、
事

前
に
電
話
申
込
ま
た
は
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
の
上
、
指
定

の
講
師
登
録
票
又
は
会
計
年
度
任
用
職
員

申
込
書
を
山
城
教
育
局
ま
で
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

　

講
師
登
録
票
等
は
山
城
教
育
局
、
井
手

町
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
に
ご
用
意

し
て
お
り
ま
す
ほ
か
、
山
城
教
育
局
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

　

開
催
期
間
外
も
、
講
師
登
録
等
は
随
時

受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
京
都
府
山
城
教
育

局
学
務
課
（
京
都
府
京
田
辺
市
田
辺
明
田

１
、
℡
62
‐
０
２
７
４
）

「
税
に
関
す
る
小
学
生
の
絵
画
展
」

　
「
税
を
考
え
る
週
間
」（
令
和
4
年
11
月

11
日
～
17
日
）
の
一
環
と
し
て
、「
税
金

で
つ
く
ら
れ
て
い
る
も
の
」
を
テ
ー
マ
に

町
内
小
学
校
よ
り
出
品
い
た
だ
い
た
絵
画

を
展
示
し
ま
す
。

期
間
／
11
月
11
日
（
金
）
～
17
日
（
木
）

会
場
／
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
1
階
ロ
ビ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
井
手
町
役
場
税
務

課
（
℡
82
‐
６
１
６
３
）

※
「
税
を
考
え
る
週
間
」
に
つ
き
ま
し

て
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（w

w
w

.
nta.go.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

講
座
・
教
室

【
い
づ
み
ま
な
び
教
室
】

《
大
正
琴
》

日
時
／
11
月
11
日
（
金
）・
25
日
（
金
）、

12
月
９
日
（
金
）

　
　
　

午
前
10
時
～
正
午

　
　
　

※
11
月
25
日
は
11
時
半
ま
で

持
ち
物
／
大
正
琴
・
楽
譜

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

《
太
極
拳
》

日
時
／
11
月
11
日
（
金
）・
25
日
（
金
）、

12
月
９
日
（
金
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時
半

　
　
　

※
11
月
25
日
は
３
時
ま
で

持
ち
物
／
運
動
で
き
る
服
装
・
上
履
き
・

飲
み
物

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

《
ペ
ン
習
字
》

日
時
／
11
月
15
日
（
火
）、12
月
５
日
（
月
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時
半

持
ち
物
／
筆
ペ
ン
ま
た
は
筆

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

《
人
権
学
習
》

日
時
／
11
月
25
日
（
金
）

　
　
　

午
前
11
時
半
～
正
午

　
　
　

午
後
３
時
～
３
時
半

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流

セ
ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

【
健
康
教
室
】

日
時
／
11
月
24
日
（
木
）

　
　
　

午
前
10
時
～
11
時
半

持
ち
物
／
タ
オ
ル
・
健
康
手
帳
・
飲
み
物

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流

セ
ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

【
い
づ
み
ふ
れ
あ
い
学
級
（
第
３
回
）】

日
時
／
11
月
24
日
（
木
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時

演
題
／
「
認
知
症
の
人
の
気
持
ち
と
か
か

わ
り
方
」
～
認
知
症
に
地
域
で
寄
り
添
う
～

講
師
／
社
会
福
祉
法
人 

京
都
老
人
福
祉

協
会 

上
田
充
子
さ
ん

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流

セ
ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

健
　
康

【
介
護
予
防
事
業
】

《
脳
ト
レ
教
室
ひ
ま
わ
り
》

日
時
／
12
月
７
日
（
水
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

対
象
／
65
歳
以
上
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
含

め
、
予
防
ゲ
ー
ム
や
脳
ト
レ
に
興
味
の
あ

る
方
は
年
齢
関
係
な
く
参
加
可
能
）

持
ち
物
／
お
茶
（
水
分
補
給
用
）

費
用
／
無
料

・
申
込
み
は
不
要
で
す

・
こ
の
教
室
で
は
認
知
症
の
こ
と
や
介
護

な
ど
の
相
談
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

日
時
／
11
月
30
日（
水
）～
12
月
１
日（
木
）

午
前
９
時
～
午
後
４
時
（
正
午
～
午
後
１

時
を
除
く
）

受
付
／
住
民
福
祉
課

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
福
祉
課
（
℡

Information
●

おしらせ

82
‐
６
１
６
４
）
ま
で

く
ら
し
の
資
金
貸
付
け
申
し
込
み
受
付
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＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
６
９
０
）
ま
で

【
成
人
・
高
齢
者
保
健
事
業
】

《
山
吹
体
操
ク
ラ
ブ
・
健
康
相
談
》

日
時
／
11
月
17
日
（
木
）・
12
月
８
日
（
木
）

　
　
　

午
後
１
時
45
分
～
３
時
15
分

場
所
／
賀
泉
苑

日
時
／
12
月
１
日
（
木
）

　
　
　

午
後
１
時
45
分
～
３
時
15
分

場
所
／
玉
泉
苑

対
象
／
65
歳
以
上
の
方

※
お
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
は
、
社
会

福
祉
協
議
会
（
℡
82
‐
３
９
０
１
）
ま
で

《
社
協
♥
生
き
生
き
体
操
教
室
》

日
時
／
11
月
16
日
（
水
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時

場
所
／
玉
泉
苑
《
定
員
22
人
》

日
時
／
12
月
７
日
（
水
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時

場
所
／
賀
泉
苑
《
定
員
22
人
》

対
象
／
概
ね
70
歳
以
上
の
方

※
お
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
は
、
社
会

福
祉
協
議
会
（
℡
82
‐
３
９
０
１
）
ま
で

子 

育 

て

【
乳
幼
児
健
康
診
査
】

《
３
歳
児
健
康
診
査
》

日
時
／
12
月
２
日
（
金
）

対
象
／
Ｈ
31
・
３
・
16
～
Ｒ
１
・
５
・
31

生
ま
れ

受
付
／
個
別
案
内

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

《
乳
児
健
康
診
査
》

日
時
／
12
月
５
日
（
月
）

対
象
／
Ｒ
４
・
６
・
19
～
Ｒ
４
・
８
・
20
生

ま
れ

受
付
／
個
別
案
内

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、保
健
セ
ン
タ
ー（
℡

82
‐
３
３
８
５
）
ま
で

各 

種 

相 

談

【
こ
こ
ろ
の
相
談
室（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）】

日
時
／
11
月
11
日
（
金
）・
25
日
（
金
）、

　
　
　

12
月
２
日
（
金
）

　
　
　

午
前
11
時
～
午
後
１
時
50
分

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー
相
談

室＊
こ
こ
ろ
の
相
談
室
は
予
約
制
で
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流

セ
ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

【
無
料
法
律
相
談
】

日
時
／
11
月
28
日
（
月
）

　
　
　

午
後
２
時
～
４
時

場
所
／
玉
泉
苑

＊
無
料
法
律
相
談
は
予
約
制
で
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会

（
℡
82
・
３
９
０
１
）
ま
で

【
母
子
の
相
談
・
教
室
】

《
育
児
相
談
》

日
時
／
11
月
16
日
（
水
）

　
　
　

午
前
９
時
～
11
時
受
付

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
育
児
相
談
は
予
約
制
で
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、保
健
セ
ン
タ
ー（
℡

82
‐
３
３
８
５
）
ま
で

【
障
が
い
者
相
談
】

日
時
／
11
月
22
日
（
火
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
４
時

場
所
／
役
場
西
別
館
１
階
会
議
室

＊
障
が
い
者
相
談
は
予
約
制
で
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
高
齢
福
祉
課
（
℡

82
‐
６
１
６
５
）
ま
で

【
心
配
ご
と
相
談
・
人
権
相
談
・
消
費
生

活
相
談
】

日
時
／
11
月
21
日
（
月
）

　
　
　

午
後
１
時
～
４
時

場
所
／
賀
泉
苑

日
時
／
12
月
５
日
（
月
）

　
　
　

午
後
１
時
～
４
時

場
所
／
玉
泉
苑

※
12
月
５
日
は
行
政
相
談
も
お
こ
な
い
ま

す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会

（
℡
82
‐
３
９
０
１
）
ま
で

＊
消
費
生
活
相
談
は
、
電
話
で
も
相
談
を

受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
相
談
専
用
番
号

（
℡
０
９
０
‐
５
８
８
９
‐
５
３
６
７
）

ま
で

　
　
　
　

◇　
　
　
　
　

◇

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
予
定
さ
れ
て
い
る
事
業
等
が
中
止
・

変
更
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に

ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

令和３年度　個人情報保護制度及び情報公開制度の運用状況について
１　個人情報保護制度の運用状況　

（１）開示請求等の件数及び処理状況

実施機関 請求件数 処理状況件数 取り下げ開示 訂正 利用の停止 全部開示 部分開示 不開示 訂正 一部訂正 不訂正等 利用停止 利用不停止等
町長 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0

２　情報公開制度の運用状況
（１）開示請求の件数及び処理状況

実施機関 請求件数 処　理　状　況 取り下げ全部開示 部分開示 不開示 存否応答拒否 不存在等
町　長 8 5 2 0 0 1 0

（２）審査請求の状況　　０件
※　教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会については請求等実績なし。
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【
開
館
日
】
火
曜
日
～
日
曜
日

※
休
館
日
、
行
事
等
は
状
況
に

よ
り
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

【
開
館
時
間
】

４
月
～
９
月

　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
６
時

10
月
～
３
月

　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

☆
11
月
・
12
月
の
休
館
日

11
月
14
・
21
・
22
・
24
・
28
日

12
月
５
・
12
・
19
・
23
・
26
～

31
日

☆
貸
し
出
し
冊
数
お
よ
び
期
間

図
書
は
１
人
12
冊
・
２
週
間

雑
誌
は
１
人
５
冊
・
２
週
間

視
聴
覚
資
料
は
１
人
３
点
・
１

週
間

☆
主
な
新
着
資
料
の
紹
介

　

11
月

一
般
書

「
は
ぐ
れ
ん
ぼ
う
」
青
山 

七
恵

「
あ
な
た
へ
の
挑
戦
状
」

阿
津
川 

辰
海
・
斜
線
堂 

有
紀

「
首
切
り
島
の
一
夜
」

　
　
　
　
　
　
　

 

歌
野 

晶
午

「
リ
バ
ー
」　　
　

 

奥
田 

英
朗

「
あ
ら
ゆ
る
薔
薇
の
た
め
に
」

　
　
　
　
　
　
　
　

 

潮
谷 

験

「
小
さ
な
こ
と
ば
た
ち
の
辞
書
」

　
　

ピ
ッ
プ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

「
真
夜
中
の
密
室
」

ジ
ェ
フ
リ
ー
・
デ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー

児
童
書

「
そ
う
な
の
よ
」　　

 

高
畠 

純

「
く
ろ
」　　
　

 

き
く
ち 

ち
き

「
こ
と
ば
と
ふ
た
り
」

　
　
　
　

 

き
た
む
ら 

さ
と
し

「
ま
る
が
い
い
っ
」

　
　
　
　
　
　

 

庄
野 

ナ
ホ
コ

「
カ
ト
リ
と
眠
れ
る
石
の
街
」

　
　
　
　
　
　
　

 

東 

曜
太
郎

11
月
・
12
月
の
図
書
館
行
事

《
親
子
で
楽
し
む
紙
し
ば
い
》

11
月
12
日
（
土
）・
12
月
10
日

（
土
）

い
ず
れ
も　

午
後
１
時
半
～

山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
・
集

会
室

《
秋
の
読
書
週
間
》

「
な
に
が
で
る
か
な
？
コ
ロ
ッ

と
本
（
ポ
ン
）
!!
」

10
月
22
日
（
土
）
～
11
月
13
日

（
日
）

11
月
・
12
月
の
出
張
貸
出

☆
賀
泉
苑
（
毎
週
水
曜
日 

午

　だんじりが駆けめぐ
る祭りの夜。決して交
わることのなかった父
と息子に奇跡がおとず
れ…。今日もできる限
りいい一日にしようと
人生を必至で生きてい
る人たちへ送る、心の
再生物語。

よくがんばりました。
喜多川 泰

　プロの焙煎士が、長
年の経験で積み上げた
ノ ウ ハ ウ を 詳 し い 写
真とともに紹介する、
コーヒーの手網焙煎の
入門書。手網焙煎をさ
らに楽しくするオリジ
ナルブレンドレシピも
掲載する。

手網でかんたんコーヒー焙煎
岩田 知也

ひかるめのなぞ
ささき ふみひこ
　暗い夜に光っている
のは、ネコをはじめと
する哺乳類の目。どう
して光る目になったの
か。それは恐竜の時代
までさかのぼる。哺乳
類の祖先たちは、恐竜
が眠る夜になってから
食べものを探していて
…。

前
10
時
～
正
午
）

11
月
16
・
30
日

12
月
７
・
14
・
21
日

☆
玉
泉
苑
（
毎
週
金
曜
日 

午

前
10
時
～
正
午
）

11
月
11
・
18
・
25
日

12
月
２
・
９
・
16
・
23
日

おなかをすかせたドラゴンとためいきゼリー
仁科 幸子
　黒ネコが街のネコた
ちのためいきを集めて
作る不思議な水アメ。
なめたネコはみんな、
一瞬目を輝かせますが、
ある時…。ためいきを
すってハッピーエネル
ギーを作り出す、ちょっ
と変わったドラゴンと
友だちの黒ネコのお話。

　　　　　　　。
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ごみは、朝９時までに出してください。
★燃やすごみ、その他ごみ、プラマーク容器包装、カン、ビン、ペットボトルは透明・半透明の袋に入れて出
　してください。
★刈り草も透明または半透明の袋で出してください。刈枝は長さ 50㎝以下、太さ 5㎝以下にして、ひもで束
　ねて燃やすごみの日に出してください。ダンボール、紙袋等の中身が見えない袋では出さないでください。
★粗大ごみは、収集日の１週間前までに産業環境課へ電話予約（℡ 82 ‐ 6168）してください。（テレビ・冷
　蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機・エアコン・パソコンは除きます）
★テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機・エアコン・パソコンは家電リサイクル品です。
　※古紙等（新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、雑紙〈その他の紙類〉ごとに分別のうえ）の収集は全地区
　毎週月曜日です。

ごみ収集日程表（11 月 11 日～ 12 月 10 日）

区　分
地　区 燃やすごみ カン ビン ペット

ボトル 粗大ごみ プラマーク
容器包装 その他

北　　　区
南　　　区
水　無　区

火・金曜日 11 月 17 日 12 月 8 日 12 月 1 日 11 月 24 日 水曜日 火曜日

玉　水　区
石　垣　区
高　月　区

月・木曜日 11 月 18 日 11 月 11 日
12 月 9 日 12 月 2 日 11 月 24 日 水曜日 火曜日

上 井 手 区
多 賀 全 区 火・金曜日 11 月 24 日 12 月 8 日 12 月 1 日 11 月 17 日 水曜日 水曜日

※ごみ収集に関するお問い合わせは、役場産業環境課（℡ 82-6168）まで

し尿収集日程
収集日 し尿収集

区域番号 収 集 区 域
11 月 22 日
12 月 1 日 ④ 西北河原、東北河原、南口、西北ノ代、北口、西北組、茶臼塚、新造、東北組、

甚五郎谷

11 月 28 日 ⑦ 西南組、東南組、立石、小払、岩倉、馬場崎、上山田

12 月 1 日 ⑩ 内垣内、帽子田、下川、判ノ地、高橋、宮ノ後、蛇谷、粟岡、安堵山、起、佃、
平山

11 月 14 日
12 月 6 日 ⑬ 里、玉ノ井、西高月、清水、栢ノ木、西山、新四郎山、西垣内、中垣内、東垣内、

田村新田
11 月 16 日
12 月 8 日 ⑮ 川久保、北玉水、辻垣内、野畑、山田、南玉水、段ノ下、扇畑、浜田、柏原

11 月 18 日 ② 阿弥陀寺、梅ノ木原、野神、北猪ノ阪、南猪ノ阪、宮ノ本、北溝、南溝、柴木田、
下赤田

※ し尿収集日程に関するお問い合わせは、役場産業環境課（℡ 82-6168）まで

古紙の日に出せるもの・出し方
●「新聞」「雑誌」「ダンボール」「紙パック」「雑紙」（その他の紙類）です。（雑紙：チラシ・紙箱・包装紙・封筒など。
　雑紙についているビニールやホッチキスの針は取り除いてください。）
●「新聞」「雑誌」「ダンボール」は、例えば「新聞」なら「新聞」だけで何枚か束にして、ひもなどで十文字に束ねて、
　種類ごとに出して下さい。
●ひもなどで束ねにくい小さな紙切れ（雑紙）は、上口の開いている紙袋に、束にしてきれいに敷きつめるか、透明袋に
　入れれば出すことができます。
　  ※ダンボール箱や口の開いていない紙箱の中に入れて出さないでください。「新聞」「雑誌」「ダンボール」「紙パック」「雑紙」それぞれで
　　　リサイクルの方法が違います。また、ひと目でごみの種類が確認できない方法のごみ出しは、収集の効率を低下させます。
●紙パックは中身を飲み終えたらすぐに水でよく洗い、切り開いて十分に乾燥させてから、ひもなどで束ねてください。
●出来るだけ地域の集団回収に出してください。
●汚れのひどい紙、複写式伝票、レシート等の感熱紙、圧着はがきなどの粘着物のついた紙、洗剤の紙箱などのにおいの
　ついた紙、防水加工された紙、アイロンプリントなどの捺染紙、感熱性発泡紙は燃やすごみです。

（古紙）



月日 曜日 行　　　　事

11/11 金
大正琴教室（午前 10 時～正午、いづみ人権交流センター）
こころの相談室（午前 11 時～午後１時 50 分、いづみ人権交流センター・予約制）
太極拳教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

12 土

IDE ゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、町内）
山背古道とことんウォーキング（午前９時～、城陽市～井手町～木津川市）
新型コロナワクチン集団接種（午後２時～５時、多賀小学校）
親子で楽しむ紙しばい（午後１時半～、山吹ふれあいセンター）
おとうさんといっしょにしぜんとあそぼう（午後２時～３時半、大正池グリーンパーク）

13 日 秋季町民ソフトボール大会（午前９時～、有王グラウンド）
新型コロナワクチン集団接種（午前９時～午後４時半、井手小学校）

14 月 胃がん・肺がん検診（午前８時 45 分～、保険センター・申込制）
手芸教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

15 火 ペン習字教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
胃がん・肺がん検診（午前８時 45 分～、JA 京都やましろ井手町支店・申込制）

16 水 育児相談（午前９時～ 11 時、保健センター・予約制）
パソコン教室 ( 午後１時～３時半、いづみ人権交流センター )

17 木
18 金
19 土 新型コロナワクチン集団接種（午後２時～５時、井手小学校）
20 日

21 月 心配ごと相談・人権相談・消費生活相談・行政相談（午後１時～４時、賀泉苑）
手芸教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

22 火 障がい者相談（午後１時半～４時、役場西別館１階会議室・予約制）

23 水 勤労感謝の日

24 木 健康教室（午前 10 時～ 11 時半、いづみ人権交流センター）
いづみふれあい学級（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）

25 金
大正琴教室（午前 10 時～ 11 時半、いづみ人権交流センター）
こころの相談室（午前 11 時～午後１時 50 分、いづみ人権交流センター・予約制）
人権学習（午前 11 時半～正午、午後３時～３時半、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）

26 土 IDE ゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、町内）

27 日 新型コロナワクチン集団接種（午前９時～午後４時半、保健センター）

28 月 手芸教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
無料法律相談 ( 午後２時～４時、玉泉苑・予約制）

29 火
30 水 パソコン教室 ( 午後１時～３時半、いづみ人権交流センター )

12/1 木 無火災デー防火パレード

2 金 ３歳児健康診査（受付時間は個別案内、保健センター）
こころの相談室（午前 11 時～午後１時 50 分、いづみ人権交流センター・予約制）

3 土
4 日 新型コロナワクチン集団接種（午前９時～午後４時半、保健センター）

5 月
乳児健康診査（受付時間は個別案内、保健センター）
ペン習字教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
心配ごと相談・人権相談・消費生活相談（午後１時～４時、玉泉苑）

6 火 井手町人権のつどい（午後１時半～３時半、自然休養村管理センターホール）

7 水 パソコン教室 ( 午後１時～３時半、いづみ人権交流センター )
脳トレ教室ひまわり（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）

8 木

9 金 大正琴教室（午前 10 時～正午、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

10 土 IDE ゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、町内）
親子で楽しむ紙しばい（午後１時半～、山吹ふれあいセンター）

※新型コロナウイルスの影響により、予定されている事業等が中止・変更になる場合が
あります。事前にご確認をお願いします。

まちのカレンダー
（11 月 11 日～ 12 月 10 日）

発行：京都府綴喜郡井手町　編集：企画財政課　井手町ホームページ：https://www.town.ide.kyoto.jp/

　さくらでは、現在、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止のため、店内での飲食を中止
し、お持ち帰りのお弁当（500 円）をご用意し
ています。ぜひお立ち寄りください。

お持ち帰りのお弁当で営業中です！
日替わり弁当の一例「ピカタ」

　　　　　　　
営業時間　午前９時～午後 4 時半
定休日　　日曜・祝日　　　　　　　　（℡ 0774-82-3174）

玉水駅前休憩所 さくら

名　　称 電話番号
総　務　課 0774-82-6161
地域創生推進室 0774-82-6170
企画財政課 0774-82-6162
税　務　課 0774-82-6163
住民福祉課 0774-82-6164
高齢福祉課 0774-82-6165
保健医療課 0774-82-6166
建　設　課 0774-82-6167
産業環境課 0774-82-6168
上下水道課 0774-82-6169
会　計　課 0774-82-6171
議会事務局 0774-82-6172
教育委員会（学校教育課） 0774-82-4333
山吹ふれあいセンター（図書館・社会教育課） 0774-82-5700
同和・人権政策課

0774-82-3380
0774-82-4112

いづみ人権交流センター
いづみ児童館
保健センター 0774-82-3385
地域包括支援センター 0774-82-3690
泉ヶ丘中学校 0774-82-2070
井手小学校 0774-82-2119
多賀小学校 0774-82-2112
玉川保育園 0774-82-2153
多賀保育園 0774-82-2225
いづみ保育園 0774-82-4160
子育て支援センター 0774-82-2232
環境衛生センター 0774-82-4651
学校給食センター 0774-82-3617
井手町まちづくりセンター椿坂 0774-82-3838
町立デイサービスセンター 0774-99-4318
老人福祉センター「玉泉苑」 0774-82-3499
老人福祉センター「賀泉苑」 0774-82-5059
京田辺市消防署　井手分署 0774-82-3000
井手町役場　代表番号 0774-82-2001

公共施設電話番号一覧


